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NICHIBUN SAKURA FIELD利用許可団体規約 

 

第１条 名称及び所在地 

日本文化大學（以下、本学）が所有する東京都八王子市小比企町の「NICHIBUN SAKURA 

FIELD（ニチブンさくらフィールド）」の利用にあたって本規約を承諾のうえ、登録申請を

し、承認された者を「利用許可団体」とする。 

 

第２条 利用許可団体資格 

１．利用許可団体は本規約及び、本学が定める NICHIBUN SAKURA FIELD（ニチブンさ

くらフィールド）に関する全ての規約・規程等を遵守するものとする。 

２．利用許可団体資格は、原則、法人格のある団体、または、学長が認めた団体に限る。 

３．利用許可団体となることが出来るのは、本学の定める利用許可団体に必要な所定の手続

きを行った団体に限る。 

４．利用許可団体はその資格を他の第三者に譲渡・転貸することはできないものとする。 

５．利用許可団体となることを認めるか否かにあたっては、以下の事情を考慮する。 

１）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員に該当しないこと。 

２）その他本学が不適切であると判断する事情。 

 

第３条 利用許可団体登録 

１．利用許可団体登録に際しては、本規約を理解したうえで、本学所定の方法で申込を行う

ものとする。登録する際には、団体の代表者を届け出なければならない。 

２．本学は、利用許可団体登録申請を承認しないことがあり、承認しない場合においてもそ

の理由を示す必要のないものとする。 

３．利用許可団体登録の有効期限は、登録申請が承認された日から申請を行った年度の末日

までとする。 

 

第４条 利用許可団体登録の更新 

１．利用許可団体登録の更新を希望する会員は、登録期間満了日の６０日前から登録期間満

了日までに大学の指定する更新手続きを行うことにより、利用許可団体登録期間を更新す

ることができる。 

２．前項の規定にかかわらず、大学は利用許可団体登録の更新の申請を承認しないことがあ

り、承認しない場合においてもその理由を示す必要のないものとする。 

 

第５条 利用許可団体情報の変更 

利用許可団体は、代表者・副代表者の変更又は登録申込時に届け出た事項に変更がある場合、

速やかにその旨を申し出なければならない。 
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第６条 退会、除名 

１．利用許可団体は、希望する場合には、いつでも自ら利用許可団体資格を返上し、退会す

ることができる。 

２．利用許可団体及び利用許可団体の同行者が本規約その他の本学が定める規約・規程等及

び本学からの口頭又は文書等による指示に違反した場合、虚偽の申請を行った場合、又は他

の利用許可団体及び第三者に迷惑を及ぼす等、本学の秩序を著しく乱した場合、本学は当該

利用許可団体を除名することができる。 

３．本施設の閉鎖、廃止、利用の制限、経営上の都合、その他止むを得ない事情がある場合、

本学は全ての利用許可団体との利用許可団体登録を解除することができる。 

 

第７条 本施設利用中の事故、負傷等 

本施設利用中の利用許可団体の事故、負傷等について、本学は一切責任を負わないものとす

る。 

 

第８条 本施設の利用 

１．利用許可団体は本施設を利用する場合、予め本学所定の手続により申込を行うものとす

る。 

２．利用許可団体は本施設の利用日当日、代表者又は副代表者がスマートフォンその他の電

子機器の画面において、本学が利用を認める旨の記載がある画面を表示し、提示しなければ

ならないものとする。 

 

第９条 利用料金等の改定 

本学は利用料金等について、経済情勢の著しい変化、会社経営上の都合等により随時これを

改定することができるものとする。 

 

第１０条 利用許可団体の責任 

１．利用許可団体は、自ら及び利用許可団体の同行者(利用許可団体自らが同時利用するこ

とを直接に許諾した者に限らず、利用許可団体が同時利用することを拒否しなかった一切

の利用者を含む、以下同様)に対して、本契約及び本学の定める全ての規約・規定等を遵守

させるものとし、自己の責任において本施設を利用するものとする。 

２．利用許可団体及び利用許可団体の同行者が本施設利用に際し生じた事故・トラブル等に

ついては、利用許可団体の過失の有無にかかわらず、本学は一切損害賠償責任を負わないも

のとする。また、利用許可団体は自己及び同行者の責に帰すべき事由により本学あるいは第

三者に損害を与えた場合には、直ちにその旨を本学に報告するものとし、本学あるいは当該

第三者に対して速やかにその損害を賠償するものとする。 
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３．利用許可団体が本学の備品・レンタル用品・設備等を破損・紛失した場合は、速やかに

その損害を賠償するものとする。 

 

第１１条 免責事項 

本学は、本学に原因のない本施設内で利用許可団体及び利用許可団体の同行者が起こした

事故や怪我、トラブル、貴重品・携行物の紛失、盗難等に関して、責任を負わない。また、

天災地変等の不可抗力により生じた事故・怪我等についても本学は責任を負わないものと

する。 

 

第１２条 個人情報の保護 

本学は、知りえた個人情報について、施設運営及びそれに関連するサービス提供以外を目的

として使用しない。また、本人の許可なく第三者へ個人情報の提供を行わないものとする。 

 

第１３条 本規約の改定 

本学は必要に応じて、本規約を改定できるものとし、本規約の変更内容を利用者に通知又は

Web 上で公表した後において利用者が本施設を利用した場合の他、本学が本規約の変更内

容を利用者に通知又は Web 上で公表した後は、利用者は新しい規約を承諾したものとみな

す。 

 

 


